
事務総局会議資料第3
（11月19日開催）

執行､倒産及び過料手続のデジタル化に伴うシステム開発について（令和6年11月時点）
I

赤枠の部分のとおり､洲ﾃ､倒産及び過料手続について､民事訴訟等のシステムとは別に、
新ｼｽﾃﾑの開発を行う予定です。
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地簡裁過料

開発状況により変更となる可能性があり議す。 ’
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